
 

 

ＳＡＧＡ２０２４鹿島市遺失物・拾得物取扱要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、「ＳＡＧＡ２０２４鹿島市総務企画基本計画」に基づき、ＳＡＧＡ２

０２４において、ＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会（以下「実行委員会」という）

が管理する競技会場、練習会場及び駐車場等で、遺失物及び拾得物の届出があった場

合の取扱いについて、遺失物法（平成 18 年法律第 73 号）に定めるもののほか、必

要な事項を定める。 

 

２ 取扱い及び保管 

（１） 遺失物及び拾得物の届出先は、各競技会場のＳＡＧＡ２０２４鹿島市実施本部 

（以下「実施本部」という）が運営する受付案内所とし、実施本部受付案内係（以

下「受付案内係」という）が取扱い業務及び一時保管業務を行う。 

（２）受付案内係は、拾得物について、あらかじめ定められた保管場所に保管し、盗 

難、紛失等の事故がないよう留意する。 

（３）競技会終了後の遺失物及び拾得物の取扱いは、実施本部において行う。 

 

３ 届出の処理 

（１） 遺失物の届出を受けた場合は、遺失物届出書（様式第１号）の提出を受け、遺失 

物対応表（様式第２号）に記入のうえ、拾得物対応表（様式第４号）と照合し、該

当する物件がない場合は、所轄警察署へ届け出るよう説明する。 

（２） 拾得物の届出を受けた場合は、拾得物届出書（様式第３号）の提出を受け、拾得 

物預かり書を交付するとともに拾得物対応表に記入し、受付案内係で一時保管する。 

 

４ 遺失物の返還及び拾得者への通知 

（１） 遺失者に遺失物を返還する場合は、運転免許証等で遺失者本人であることを確 

認するとともに、遺失物受領書（様式第１号）に、署名を受ける。 

（２） 遺失者の代理人に遺失物を返還する場合は、運転免許証等で遺失者の代理人で 

あることを確認するとともに、遺失物受領書に、署名を受ける。 

（３） 拾得者が有権（報労金および所有権を取得することの権利）の場合は、実施本部 

が拾得者情報のお知らせ（様式第５号）を遺失者に交付する。 

 

５ 拾得物の引継ぎ及び警察署への提出等 

（１） 受付案内係は、競技会終了までに、一時保管している拾得物の遺失者が判明し 

ない場合は、当該拾得物を実施本部に引き継ぐこととする。 



 

（２） 実施本部は、受付案内係から引き継いだ遺失者が判明しない拾得物を、拾得物

提出書（様式第６号）を添えてすみやかに所轄警察署に引き継ぐものとする。 

（３） 実施本部は、拾得物を所轄警察署に引き継いだ後に、遺失の届出があった場合

は、所轄警察署に引き継いだ旨を、申出者に伝える。 

 

６ その他 

（１） この要項に定めるもののほか、遺失物・拾得物の取扱いに関して必要な事項は別 

に定める。 

（２） 競技別リハーサル大会における遺失物・拾得物の取扱いについても、必要に応じ 

てこの要項を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1号 

遺失物届出書兼遺失物受領書 
(落し物・忘れ物をした場合) 

遺失物受領書 

上記、遺失物を受領いたしました。 

    

令和  年  月  日 

   SAGA2024 鹿島市実行委員会 

   会長  松尾 勝利  様 

                   〒 

                 住所                  

 氏名            （自署）  

 電話番号                

遺 失 物 

受 理 番 号 
 

本人⇒警察署 

問い合わせ有無 
あり ・ なし 

遺 失 日 時 令和  年  月  日（  ）   時  分ごろ 

遺 失 場 所  

遺 失 者 

住 所 
〒 

氏 名  

電 話  

遺 失 物 

現 金 金         円 

物 品 

【種類】 

 

【色・形・数量】 

 

 

 上記のとおり、遺失物について届出いたします。 

  

令和  年  月  日 

   SAGA2024 鹿島市実行委員会 

   会長  松尾 勝利  様 

 

                  氏名           （自署）  

<拾得物の届出があった場合>  

拾 得 物 

受理番号 
 

拾得者権利 

□主張あり 

※拾得者情報のお知らせ交付 

本人確認 □確認済 □主張なし 
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様式第 3号 

拾得物届出書 兼 拾得物預かり書 
(落し物・忘れ物を拾った場合) 

※注意事項 

1. 拾得物は、拾得当日のみ大会実施本部で保管いたします。 

2. 遺失者が判明しない拾得物等については、鹿島警察署に引継ぎます。 

3. 遺失者が判明した場合、本人確認のうえ拾得物を引き渡します。 

4. 報労金（お礼）は物件等の価格から 2.5％から 10％の範囲内で拾得者に支払う義務

が発生する場合があります。金額については拾得者と遺失者との話し合いによりま

す。 

拾 得 物 

受 理 番 号 
 

拾 得 日 時 令和  年  月  日（  ）   時  分ごろ 

拾 得 場 所  

拾 得 者 

住 所 
〒 

 

氏 名  

電 話  

拾 得 物 

現 金 金         円 

物 品 

【種類】 

 

【色・形・数量】 

 

権 利 の 

申    告 

【権利確認書】 

上記拾得物に対する所有権を放棄 する ・ しない 

上記拾得物に対する報労金を放棄 する ・ しない 

遺失者又はその代理人に対する氏名告知等に同意 

※同意しない場合は権利を取得・主張できません 
する ・ しない 

 

上記のとおり、拾得物について届出いたします。 

   令和  年  月  日 

   SAGA2024 鹿島市実行委員会 

   会長  松尾 勝利  様 

 

                  氏名            （自署）  

拾得物(忘れ物・落し物)預かり書 

上記について、拾得物を引き受けいたします。 

令和  年  月  日 

SAGA2024 実行委員会 

       会 長  松尾 勝利   

      (公 印 省 略) 
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様式第 5号 

 

 

拾得者情報のお知らせ 

 

令和  年  月  日 

 

 

           様  

 

 

 あなたの物を拾得した方は、下記の方ですので連絡いたします。 

 

 

記 

 

 

1. 拾得者(拾得者本人が記入) 

    

拾 得 物 

受理番号                              

 

  

住  所                              

 

 

氏  名                              

 

 

電 話 番 号                            

 

 

2. 内容 

 

① 報労金（お礼）は、物件等の価格の 2.5％から 10％の範囲内で拾得者に支払う義務

が発生する場合があります。金額については拾得者と遺失者との話し合いによりま

す。 

② 拾得者が、拾得物に対する所有権等を主張される場合合は、拾得者から連絡があり

ます 

 

 

  



様
式
第

6
号
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

拾
得

物
提

出
書

 

鹿
島
警
察
署
長
 
様
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
S
A
G
A
2
0
2
4
鹿
島
市
実
行
委
員
会
 

会
長
 
 
松
尾
 
勝
利
 

住
所
 
佐
賀
県
鹿
島
市
大
字
納
富
分

2
6
4
3
番
地

1
 

電
話
 
0
9
5
4
-
6
3
-
2
1
2
5
 

 
遺
失
物
法
第

4
条
第

1
項
及
び
第

1
3
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
物
件
を
提
出
し
ま
す
。
 

な
お
、
S
A
G
A
2
0
2
4
鹿
島
市
実
行
委
員
会
は
一
切
の
権
利
を
放
棄
す
る
と
と
も
に
，
氏
名
等
の
告
知
に
同
意
し
ま
す
。
 

 

番
号
 

拾
得
物
 

受
理
番
号
 

物
件
の
種
類
及
び
特
徴
 

拾
 
得
 
者
 
情
 
報
 

現
金
 

物
品
 

拾
得
日
時
 

場
所
 

住
所
／
氏
名
／
電
話
番
号
 

権
利
主
張
 

氏
名
等
 

告
知
の
同
意
 

届
出
日
時
 

 

 

 
 

 
月
 
 
日
 
 

時
 
 
分
 

〒
 

□
 
所
有
権
 
 

□
 
報
労
金
 

□
 
失
権
 
 
 

□
 
棄
権
 

□
 
有
 

□
 
無
 

 
 

場
所
 

 

氏
名
 

電
話
番
号
 

 

 

 
 

 
月
 
 
日
 
 

時
 
 
分
 

〒
 

□
 
所
有
権
 
 

□
 
報
労
金
 

□
 
失
権
 
 
 

□
 
棄
権
 

□
 
有
 

□
 
無
 

 
 

場
所
 

 

氏
名
 

電
話
番
号
 

 

 

 
 

 
月
 
 
日
 
 

時
 
 
分
 

〒
 

□
 
所
有
権
 
 

□
 
報
労
金
 

□
 
失
権
 
 
 

□
 
棄
権
 

□
 
有
 

□
 
無
 

 
 

場
所
 

 

氏
名
 

電
話
番
号
 

 

 

 
 

 
月
 
 
日
 
 

時
 
 
分
 

〒
 

□
 
所
有
権
 
 

□
 
報
労
金
 

□
 
失
権
 
 
 

□
 
棄
権
 

□
 
有
 

□
 
無
 

 
 

場
所
 

 

氏
名
 

電
話
番
号
 

 

 

 
 

 
月
 
 
日
 
 

時
 
 
分
 

〒
 

□
 
所
有
権
 
 

□
 
報
労
金
 

□
 
失
権
 
 
 

□
 
棄
権
 

□
 
有
 

□
 
無
 

 
 

場
所
 

 

氏
名
 

電
話
番
号
 


